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「いざ」という時のために、
取り組みの点検と
行動を確認！
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い
で
の
ま
ち
か
ど

オ
ウ
ツ

チ
ン

グ

　

第
53
回
町
民
体
育
大
会
が
10

月
６
日
（
日
）、
泉
ヶ
丘
中
学

校
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

大
会
に
は
延
べ
約
７
０
０
人

が
参
加
。

　

区
対
抗
種
目
の
綱
引
き
や
リ

レ
ー
な
ど
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た

ほ
か
、〇
×
ク
イ
ズ
を
は
じ
め
、

趣
向
を
凝
ら
し
た
各
競
技
が
行

わ
れ
、
参
加
者
た
ち
が
秋
空
の

下
、
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

「秋空の下、延べ 700 人が参加
　　　　　第 53 回町民体育大会

開会式で祝辞を述
べる西島寛道町長

競技を前に、体操で準備を整える参加者の皆さん
　

９
月
26
日
（
木
）
～
10
月
３

日
（
木
）、
泉
ヶ
丘
中
学
校
国

際
交
流
・
海
外
派
遣
事
業
の
一

環
と
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

姉
妹
校
「
Ｓ
Ｔ　

Ｊ
Ｏ
Ｓ
Ｅ
Ｐ

Ｈ
‘
Ｓ　

Ｃ
Ｏ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｇ
Ｅ　

Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｖ
Ａ
Ｒ
」（
セ

イ
ン
ト
ジ
ョ
セ
フ
カ
レ
ッ
ジ

ロ
ッ
キ
ン
バ
ー
）
の
生
徒
12
名

と
引
率
教
員
３
名
が
泉
ヶ
丘
中

学
校
に
来
校
さ
れ
ま
し
た
。

　

期
間
中
は
泉
ヶ
丘
中
学
校
の

生
徒
と
一
緒
に
授
業
に
参
加
し

た
ほ
か
、
小
学
校
を
訪
問
し
た

り
、
茶
道
や
和
装
、
書
道
、
陶

芸
を
体
験
す
る
な
ど
、
様
々
な

日
本
の
文
化
に
触
れ
ら
れ
ま
し

た
。

　

10
月
２
日
（
水
）
の
午
前
中

に
は
、
泉
ヶ
丘
中
学
校
と
地
域

の
方
が
企
画
し
、
お
祭
り
に
屋

台
が
並
ぶ
「
日
本
の
縁
日
」
を

体
験
し
て
も
ら
お
う
と
焼
き
芋

や
ス
ー
パ
ー
ボ
ー
ル
す
く
い
な

ど
趣
向
を
凝
ら
し
た
ブ
ー
ス
を

設
置
し
、
大
い
に
盛
り
上
が
り

ま
し
た
。

　

そ
の
後
は
体
育
館
で
オ
ー
ス

豪州の姉妹校から生徒 12 名が来校
泉ヶ丘中学校の国際交流・海外派遣事業

山吹ふれあいセンターで茶道を体験された生徒の皆さん
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■「いでみらくる」とは
　京都産業大学経済学部大西ゼミ（井手応援隊）・

（株）まちづくり井手・井手町が主催するクリスマ
スイベントです。スカイランタンの打ち上げを始め、
ライブステージやバザーなど楽しいイベントを多数
開催します。

■日時：１２月１４日（土）正午～午後６時半（雨
天決行）

■開催場所：テオテラスいで
※イベント内容の詳細は Instagram（＠ ide.mira
cle）に掲載をさせていただきます。

■バザー出展商品の募集について
　回収場所・期間　
　正栄クリーニング＆ランドリー　イデフル店
　１１月１日～１２月１２日
　テオテラスいで
　１１月１日～１２月１４日（当日も OK）

　

井
手
町
議
会
９
月
定
例
会
で

同
意
さ
れ
、
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
に
任
命
さ
れ
た
藤
林
学

さ
ん
に
、
９
月
25
日
（
水
）、

西
島
寛
道
町
長
か
ら
辞
令
が
手

渡
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
３
年

で
す
。

固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
に
藤
林
さ
ん

　
　
　
西
島
町
長
か
ら
辞
令
交
付

ト
ラ
リ
ア
の
先
生
か
ら
教
え
て

も
ら
っ
た
ダ
ン
ス
を
一
緒
に
楽

し
み
親
睦
を
深
め
ま
し
た
。
午

後
か
ら
の
お
別
れ
セ
レ
モ
ニ
ー

で
は
期
間
中
の
思
い
出
を
ス
ラ

イ
ド
シ
ョ
ー
で
振
り
返
り
、
お

互
い
に
別
れ
を
惜
し
み
泉
ヶ
丘

中
学
校
へ
の
訪
問
を
締
め
く
く

り
ま
し
た
。

西島町長から辞令を受け取る藤林さん

【地元商店・企業と地域のつながりについて考える
フォーラム】
　井手町と京都産業大学の連携協力包括協定によ
り、昨年度から「学生目線による井手町の商店企業
の魅力発信事業の取組」が行われており、以下のと
おり報告会や地元企業による講演等を実施します。

【開催日時】１１月２０日（水）午後１時半～６時
【対 象 者】どなたでもご参加いただけます（申込
不要）
第１部
　井手町版キャップストーンプログラム 2024 の結
果発表（午後１時 45 分～２時 35 分頃）
参加店舗　小川武治茶舗・（株）小川電気商会・き
くいち本店・( 有 ) まるやま食品
第２部
　地元商店・企業と地域のつながりについて考える
フォーラム（午後２時 45 分～４時 50 分）
　特別報告企業
　㈱ミツワ製作所代表取締役
　　　　　　　　　　　原田　泰幸　氏
　MINORI 工房（㈱ライズウィン）代表取締役
　　　　　　　　　　　遠藤　菜美子　氏

【開催場所】山吹ふれあいセンター会議室（午後５
時からの交流会（有料）はテオテラス・カフェ）
※お問い合わせは企画財政課（℡ 82-6162）
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「いざ」という時のために、
取り組みの点検と
行動を確認！

　

日
本
は
世
界
で
も
有
数
の
地

震
国
で
あ
り
、
現
在
に
至
る
ま

で
多
く
の
地
震
災
害
を
経
験
し

て
き
ま
し
た
。
今
年
の
元
旦
に

は
、
能
登
半
島
を
最
大
震
度
7

の
地
震
が
襲
い
、
幾
多
の
か

け
が
え
の
な
い
命
が
失
わ
れ
、

人
々
の
生
活
基
盤
に
甚
大
な
被

害
が
生
じ
ま
し
た
。
ま
た
夏
に

は
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報

（
巨
大
地
震
注
意
）
が
発
表
さ

れ
る
な
ど
、
地
震
災
害
は
い
つ

発
生
し
て
も
お
か
し
く
な
い
状

況
で
す
。

　

突
然
や
っ
て
く
る
災
害
か
ら

自
身
や
家
族
の
命
を
守
る
備
え

が
重
要
で
す
。
日
ご
ろ
か
ら
地

震
の
危
険
に
対
す
る
意
識
を
持

ち
ま
し
ょ
う
。

　

本
町
で
は
、
今
年
も
下
記
の

日
程
で
令
和
６
年
度
の
防
災
訓

練
を
実
施
い
た
し
ま
す
。
こ
の

機
会
に
防
災
に
つ
い
て
、
今
一

度
考
え
て
み
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

実施日時 １１月１７日（日）午前９時００分～正午
実施場所 各公民館及び井手小学校、多賀小学校、玉川保育園、山吹ふれあいセンター
訓練想定 午前９時００分、南海トラフ地震が発生、広範囲にわたって家屋の倒壊が

発生し、多くの負傷者が出ている想定。
訓練目的 各区長を中心とした自主防災組織と消防団や京田辺市消防署井手分署とが

協力しながら、避難、情報収集・伝達、炊き出し訓練等を行い、災害時の
被害の軽減及び平常時における防災意識の向上を図ることを目的とします。

※訓練当日は、役場広報車及び消防団積載車が町内を回り広報を行います。また、緊急速報メールにて避
難指示等の防災情報を配信するとともに、防災行政無線による訓練放送、ホームページへの情報掲載もお
こないますので、ご理解・ご協力をお願い致します。

■令和6年度　井手町防災訓練の実施について

　国が緊急情報の伝達手段である「全国瞬時警報システム（J アラート）」を全国的に自
動起動させ、機器等の稼働状況を確認し、緊急時に情報伝達が確実に行えるよう、試験
放送を実施します。
　町内の防災行政無線（スピーカー）から大音量で訓練放送が流れますので、ご理解ご
協力をお願いします。
　なお、放送内容については、天候等により聞き取りにくい場合がございますので、万
が一聞き取れなかった際は、ホームページや防災行政無線テレホンサービス（℡ 82-
6320）でご確認いただけます。ご活用ください。

実施日時　　11 月 20 日 ( 水 ) 午前 11 時頃
放送内容　　（上りチャイム音）
　　　　　　これは、J アラートのテストです。 ※ 3 回くりかえし
　　　　　　こちらは、井手町役場です。
　　　　　　（下りチャイム音）

■ Jアラート全国一斉情報伝達試験の実施について
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◆
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス

　

防
災
情
報
な
ど
の
放
送
内
容

を
携
帯
電
話
な
ど
に
メ
ー
ル
で

配
信
し
ま
す
。

①
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、

空
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
く
だ
さ

い
。（
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
の
場
合

は
何
か
し
ら
件
名
を
入
力
し
て

い
た
だ
か
な
い
と
送
信
で
き
ま

せ
ん
。）

②
届
い
た
返
信
メ
ー
ル
に
従
っ

て
登
録
を
し
て
く
だ
さ
い
。

③
登
録
完
了
の
メ
ー
ル
が
届
き

ま
す
。

で
、
詳
し
く
は
安
心
・
安
全
推

進
課
（
℡
82
‐
６
１
７
０
）
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

災
害
時
等
の
迅
速
・
正
確
な

情
報
伝
達
方
法
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
同
報
系
防
災
行
政
無
線
が

あ
り
ま
す
。

　

町
内
９
箇
所
に
設
置
さ
れ
た

屋
外
拡
声
設
備（
ス
ピ
ー
カ
ー
）

を
使
っ
て
、
災
害
情
報
や
Ｊ
ア

ラ
ー
ト
情
報
な
ど
を
迅
速
・
正

確
に
伝
達
可
能
な
無
線
設
備
で

す
。

同
報
系
防
災
行
政
無
線
の
主
な

放
送
内
容

【
災
害
時
】

▼
避
難
情
報
▼
緊
急
地
震
速
報

▼
国
民
保
護
に
関
す
る
情
報
▼

気
象
情
報
（
特
別
警
報
）

▼
そ
の
他
の
緊
急
情
報

【
平
常
時
】

▼
定
時
放
送
（
午
前
８
時
、
正

午
、
午
後
５
時
の
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
チ
ャ
イ
ム
）
▼
訓
練
放
送
な

ど
▼
一
般
行
政
情
報
な
ど

※
留
意
点

　

屋
外
拡
声
設
備
（
ス
ピ
ー

カ
ー
）
か
ら
の
音
声
放
送
は
、

ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
の
距
離
や
家

の
気
密
性
、
風
雨
等
の
影
響
な

ど
に
よ
り
、
内
容
ま
で
聞
き
取

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
音

声
に
気
づ
か
れ
ま
し
た
ら
、
窓

を
開
け
た
り
テ
レ
ビ
の
音
量
を

調
整
す
る
な
ど
聞
き
取
り
や
す

い
環
境
で
放
送
を
お
聞
き
く
だ

さ
い
。
内
容
を
聞
き
取
れ
な

か
っ
た
場
合
は
、
テ
レ
フ
ォ
ン

サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
音
声
で
、
防

災
情
報
配
信
サ
ー
ビ
ス
に
て

メ
ー
ル
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
受
け
取
る

こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
ご
活

用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
防
災
情

報
だ
け
で
な
く
様
々
な
情
報
の

受
信
が
可
能
な
井
手
町
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
の
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
も
開
設

さ
れ
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
ご
登

録
を
！

防
災
情
報
の
確
認
手
段

◆
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

　

次
の
電
話
番
号
に
電
話
を
か

け
る
と
、
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
放

送
さ
れ
た
最
新
の
内
容
が
ご
確

認
い
た
だ
け
ま
す
（
℡
82
‐

６
３
２
０　

※
通
常
の
通
話
料

が
か
か
り
ま
す
）。
24
時
間
以

上
経
過
し
た
放
送
内
容
は
再
生

さ
れ
ま
せ
ん
。

■
同
報
系
防
災
行
政
無
線
に
つ
い
て

◆
Ｆ
Ａ
Ｘ
配
信
サ
ー
ビ
ス

　

聴
覚
障
が
い
の
あ
る
人
な

ど
、
音
声
で
情
報
を
入
手
困
難

な
人
を
対
象
に
、
防
災
情
報
を

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
配
信
し
ま
す
。
事
前

に
登
録
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

◆
井
手
町
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

　

防
災
情
報
を
含
め
、
様
々
な

イ
ベ
ン
ト
情
報
や
行
政
情
報
な

ど
も
発
信
し
て
い
き
ま
す
。
ぜ

ひ
友
達
登
録
を
。
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
な
ど
で
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ

リ
を
起
動
し
て
、
次
の
い
ず
れ

か
の
方
法
で
登
録
し
て
く
だ
さ

い
。

①
メ
ニ
ュ
ー
の
「
ホ
ー
ム
」
か

ら
「
井
手
町
」
ま
た
は
「
@
ｉ

ｄ
ｅ
ｔ
ｏ
ｗ
ｎ
」
と
入
力
し
て

検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

②
「
友
達
追
加
」
か
ら
「
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
」
を
選
択
し
て
、
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
読
み
取
っ
て
く
だ
さ

い
。
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井手町の給与・定員管理等について

１　総括
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本台帳人口
（令和 6 年１月１日）

歳　出　額
　　　　Ａ 実 質 収 支 人　件　費

　　　　Ｂ
人件費率
　Ｂ／Ａ

（参考）
令和 4 年度の人件費率

令和 5 年度 6,989 人 7,388,966 千円 425,183 千円 976,141 千円 13.2% 13.4%

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分 職員数
Ａ

給　　与　　費 一人当たり
給与費

   　Ｂ／Ａ給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

令和 5 年度 97 人 324,526 千円 38,931 千円 128,647 千円 492,104 千円 5,073 千円
（注）１ 　職員手当には退職手当を含まない。
　　 ２　職員数は、令和 5 年４月１日現在の人数である。

 (3) ラスパイレス指数の状況　　（各年４月１日現在）

年度 井手町 類似団体平均 全国町村平均
令和 5 年度 94.3 95.6 96.3
令和 4 年度 93.4 95.5 96.3
令和 3 年度 93.1 95.5 96.3
令和 2 年度 90.7 95.4 96.4

（注）
１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準
　　を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を示
　　す指数である。
２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似
　　している団体のラスパイレス指数を単純平均し
　　たものである。

区　分 1　級 2　級 3　級 4　級 5　級 6　級
１号給の
給与月額 162,100 円 208,000 円 240,900 円 271,600 円 295,400 円 323,100 円

最高号給の
給与月額 249,400 円 305,200 円 351,000 円 382,000 円 394,000 円 411,300 円

２　一般行政職給料表の状況　　　　　　　　　　（令和 6 年４月１日現在）

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況　　　（令和 6 年４月１日現在）
①一般行政職

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国ベース）

井手町 41.9 歳 303,470 円 353,057 円 328,251 円
国 42.4 歳 322,487 円 － 404,015 円

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

②技能労務職

区　分
公　務　員 民　　間 参　考

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額
　　　（Ａ）

平均給与月額
（国ベース）

対応する民間
の類似職種 平均年齢 平均給与月額

　　　　（Ｂ） Ａ／Ｂ

井手町 49.6 歳 1 人 297,500 円 297,500 円 297,500 円 － － － －

うち清掃職員 49.6 歳 1 人 297,500 円 297,500 円 297,500 円 廃棄物処理
業従業員 47.3 歳 310,800 円 0.96

うち学校職員 － － － － － － － － －
うち
その他技能労務職 － － － － － － － － －

国 51.2 歳 1,941 人 286,942 円 － 329,178 円

区　分
参　　　考

年収ベース（試算値）の比較
公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） C/D

井手町 － － －
うち清掃職員 4,846,536 円 4,266,500 円 1.14
うち学校給食職員 － － －
うち
その他技能労務職 － － －

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用
　している。（令和 2 年～令和 4 年の 3 ヵ年平均）
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形
　態等の点において完全に一致しているものではない。
※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均
　給与月額を 12 倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・
　勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値で
　ある。

１　「平均給料月額」とは、令和 6 年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、
　　地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、
　　比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

（注）

　　「地方公共団体における職員給与等の公表につい
て」に基づいて、井手町では平成１０年度から町職
員の給与の実態について公表しています。なお、こ
こでお知らせする給与等は、税金や各種保険料を差

し引く前の金額で、いわゆる「手取り額」ではあり
ません。また、現在未公表である情報については、
公表され次第、ホームページにて掲載予定です。お
問い合わせは、総務課（℡ 82-6161）まで。
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(2) 職員の初任給の状況　　　　　　　（令和 6 年４月１日現在）

区　分 井手町 国

一般行政職 大学卒 196,200 円 196,200 円
高校卒 166,600 円 166,600 円

技能労務職 高校卒 166,600 円 －
中学卒 － －

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　　　（令和 6 年４月１日現在） 

区　分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年

一般行政職 大学卒 263,300 円 294,000 円 340,500 円
高校卒 － 254,400 円 －

技能労務職 高校卒 － － 297,500 円
中学卒 － － －

４　一般行政職の級別職員数等の状況
(1) 一般行政職の級別職員数の状況　　　　（令和 6 年４月１日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

1 級
定型的な業務を行う主事、技師、保育士、栄養士、
保健師、社会教育主事、調理師、環境衛生技師、
主事補、技師補、保健師補、保育士補、栄養士
補の職務

1 人 1.8％

2 級
高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする
業務を行う主事、技師、保育士、保健師、社会
教育主事、調理師、環境衛生技師の職務

25 人 43.9％

3 級 係長、主査及び主任の職務 10 人 17.5％
4 級 課長補佐、園長補佐の職務 4 人 7.0％

5 級 局長、会計管理者、課長、館長、園長、所長、
及び参事の職務 14 人 24.6％

6 級 理事、教育次長又はこれらに相当する職務 3 人 5.2％
　　１　井手町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　 ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

５　職員の手当の状況
 (1) 期末手当・勤勉手当

井　手　町 国
１人当たり平均支給額（令和 5 年度）

　　　　　　　　　　1,340 千円 －

（令和 5 年度支給割合）
期末手当　　　　　勤勉手当
　　  2.45 月分　　　　2.05 月分

（令和 5 年度支給割合）
期末手当　　　　　勤勉手当
　     2.45 月分 　　　2.05 月分
　

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
　　・　役職加算　　　５～ 15％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
　　・　役職加算　　　 ５～ 20％
　　・　管理職加算　　10 ～ 25％

(2) 退職手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6 年４月１日現在）

井　手　町 国
（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年
勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分
勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分
勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２～ 45％加算）
１人当たり
平均支給額

自己都合 応募認定・定年 （２～４５％加算）
   2,279 千円    0 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和 5 年度に退職した職員に支給された平均額である。

(4) 特殊勤務手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （令和 6 年４月１日現在）

支給実績（令和 5 年度決算） 　－　千円
支給職員１人当たり平均支給年額（令和 5 年度決算） －　円
職員全体に占める手当支給職員の割合（令和 5 年度） －　％
手当の種類（手当数） 2 種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価
感染症の防疫作業に従事
する職員の特殊勤務手当 感染症防疫作業従事職員 感染症の防疫作業 １日につき 500 円

死体処理に従事する職員
の特殊勤務手当 死体処理従事職員 死体処理 １体につき 10,000 円

(5) 時間外勤務手当
支給実績

（令和 5 年度決算） 9,811 千円

支給職員１人当た
り平均支給年額

（令和 5 年度決算）
102 千円

支給実績
（令和 4 年度決算） 11,988 千円

支給職員１人当た
り平均支給年額

（令和 4 年度決算）
128 千円

(3) 地域手当　　（令和 6 年４月１日現在）

支給実績
（令和 5 年度決算） －　千円

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和 5 年度決算）
－　　円

支給対
象地域 支給率 支給対象

職員数 国の制度（支給率）

井手町 0％ －　人

勤務地域により
支給率は異なる
が、平成 26 年度
制度改正で最高
支給割合 20％。

6 級　　5.2%

5 級 　24.6%

4 級 　7.0%

3 級 　17.5%

2 級　43.9%

1 級　  1.8%

6 級　3.2%

5 級　19.4%

4 級　12.9%

3 級　12.9%

2 級　48.4%

1 級　 3.2%
令和 5 年の構成比 5 年前の構成比令和 6 年の構成比

6 級　　5.0%

5 級　 20.0%

4 級　10.0%

3 級　16.7%

2 級　45.0%

1 級　3.3%

100%

　90%

　80%

　70%

　60%

　50%

　40%

　30%

　20%

　20%

　 0%

〇昇給及び勤勉手当への勤務成績の反映状況

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31
日までにおける運用

井手町 国
管理職員 一般職員 管理職員 一般職員

イ　人事評価を実施した 〇 〇 〇 〇
標準に加え、上位及び下位の区分も適用 〇 〇 〇 〇
標準に加え、上位の区分も適用

標準に加え、下位の区分も適用

標準の区分のみ適用

ロ　人事評価を実施していない
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(6) その他の手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （令和 6 年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価 国 の 制 度 と
の異同

国 の 制 度 と
異なる内容

支給実績
（令和 5 年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和 5 年度決算）

扶養手当

配偶者及び子以外の扶養親族

同じ 7,843 千円 201,090 円
１人につき 6,500 円
２２歳に達するまでの子 10,000 円
１６歳から２２歳までの子 5,000 円加算

住居手当

家賃支払いの職員

異なる 控除額及び
支給額 4,712 千円 314,164 円

・月額 23,000 円以下の家賃　家賃額－ 12,000 円＝支給額
・月額 23,000 円を超える家賃
( 家賃額－ 23,000 円 ) × 1/2 ＝①
16,000 円＝② ( ①、②のうち額が　少ない方 ) ＋ 11,000 円＝支
給額 （最高 27,000 円）

通勤手当

交通機関を利用する職員

同じ 6,752 千円 110,687 円

運賃相当額が 55,000 円までの者 全額支給

片道２㎞未満 支給なし
自動車等の利用者　通勤距離片道

２㎞以上　５㎞未満 2,000 円
５㎞以上１０㎞未満 4,200 円
１０㎞以上１５㎞未満 7,100 円
１５㎞以上２０㎞未満 10,000 円
２０㎞以上２５㎞未満 12,900 円
２５㎞以上３０㎞未満 15,800 円
３０㎞以上３５㎞未満 18,700 円
３５㎞以上４０㎞未満 21,600 円
４０㎞以上４５㎞未満 24,400 円
４５㎞以上５０㎞未満 26,200 円
５０㎞以上５５㎞未満 28,000 円
５５㎞以上６０㎞未満 29,800 円
６０㎞以上 31,600 円

管理職手当
月額 5,000 円。ただし、町長が必要と認める時は、本俸の 100 分の 20 以内を支給する
ことができる。
理事、局長、次長、課長、館長、園長、所長、参事等　　　35,000 円

9,420 千円 376,800 円

区分 給　料　月　額　等

給
料

町　長 730,000 円
副町長 600,000 円
教育長 550,000 円

報
酬

議　長 330,000 円
副議長 260,000 円
議　員 240,000 円

期
末
手
当

町　長 （令和 5 年度支給割合）
副町長 3.4 月分
教育長
議　長 （令和 5 年度支給割合）
副議長 3.4 月分
議　員

退
職
手
当

（算定方式） （１期の手当額）（支給時期）
町　長 給料月額× 530 ／ 100 ×在職年数 15,476 千円 任期ごと
副町長 給料月額× 315 ／ 100 ×在職年数 7,560 千円 任期ごと
教育長 給料月額× 270 ／ 100 ×在職年数 4,455 千円 任期ごと

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率
に基づき、町長及び副町長については１期（４年＝ 48 月）、教育長について
は１期（３年＝ 36 月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

６　特別職の報酬等の状況 ７　職員数の状況
(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由　　　（各年４月１日現在）

(2) 年齢別職員構成の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6 年４月１日現在）

区　分 20 歳未満 20 歳～
　23 歳

24 歳～
　27 歳

28 歳～
　31 歳　

32 歳～
　35 歳

36 歳～
　39 歳

40 歳～
　43 歳

44 歳～
　47 歳

48 歳～
　51 歳

52 歳～
　55 歳

56 歳～
　59 歳

60 歳
以上 計

職員数 0 人 0 人 4 人 10 人 14 人 22 人 10 人 10 人 14 人 9 人 6 人 3 人 102 人
（注）職員数は、普通会計及び特別会計の人数である。

（令和 6 年４月１日現在）
　　　　 　区分
部門

職員数（人） 対前年
増減数 主な増減理由令和 5 年度 令和 6 年度

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 1 1 0
総務 19 20 1
税務 7 6 ▲ 1
民生 34 34 0
衛生 8 9 1
農林 4 4 0
商工 1 1 0
土木 6 7 1
計 80 82 2

教育部門 8 8 0
小　計 88 90 2

公
営
企
業
等

会
計
部
門

水道 3 3 0
下水道 1 1 0
国保等 8 8 0
小計 12 12 0

合　計 100 102 2
[ 157 ] [ 157 ] [ 0 ]

　　　１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
　　　２　[     ] 内は、条例定数の合計である。

　　（注）
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(3) 職員数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人・％）

　　　　　　  年度
部門別 元年度 2 年度 ３年度 ４年度 5 年度 6 年度 過去 5 年間

の増減数（率）
一般行政 79 81 81 79 80 82 3 3.8%

教育 9 9 9 9 8 8 ▲ 1 ( ▲ 11.1%)
普通会計計 88 90 90 88 88 90 2 2.3%

公営企業等会計計 12 12 11 12 12 12 0 0.0%
総合計 100 102 101 100 100 102 ▲ 2 ( ▲ 2.0%)

( 注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

８　公営企業職員の状況
水道事業
　① 職員給与費の状況

区　分 総費用
　　A

純損益又は
実質収支

職員給与費
　　　  B

総費用に占める
職員給与費比率
　　　　Ｂ／Ａ

（参考）令和 4 年度
の総費用に占める職

員給与費比率
令和 5 年度 104,429 千円 18,218 千円 6,610 千円 6.3％ 5.3％

区　分 職員数
　　A

給　　与　　費 一人当たり
給与費　Ｂ／Ａ給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　　　Ｂ

令和 5 年度 1 人 3,794 千円 136 千円 1,549 千円 5,479 千円 5,479 千円
　　１　職員手当には退職手当を含まない。
　　２　職員数は、令和 6 年３月 31 日現在の人数である。

　　（注）

　② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況　　（令和 6 年４月１日現在）

区　分 平均年齢 基本給 平均月収額
井手町 45.1 歳 320,800 円 513,865 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

　 ③ 職員の手当の状況
　　ア　期末手当・勤勉手当

井　手　町 一般行政職
１人当たり平均支給額（令和 5 年度） １人当たり平均支給額（令和 5 年度）

1,549 千円 1,340 千円
（令和 5 年度支給割合） （令和 5 年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2.45 月分 2.1 月分 2.45 月分 2.1 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・　役職加算５～１５％ ・　役職加算５～１５％

イ　退職手当　　　　　　（令和 6 年４月１日現在）

井手町 一般行政職
（支給率） 一般行政職と同様

１人当たり
平均支給額１人当たり

平均支給額

自己都合 応募認定
  ・定年

－千円 －千円 自己都合
2,279 千円

応募認定・定年
－千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和 5 年度
に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（令和 6 年４月１日現在）
　　一般行政職と同様（５（３）を参照）

エ　特殊勤務手当（令和 6 年４月１日現在）
　　一般行政職と同様（５（４）を参照）

　　オ　時間外勤務手当
支給実績（令和 5 年度決算） 90 千円
支給職員１人当たり平均支給年額（令和 5 年度決算） 45 千円
支給実績（令和 4 年度決算） 340 千円
支給職員１人当たり平均支給年額（令和 4 年度決算） 26 千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　カ　その他の手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6 年４月１日現在）    

手当名 内容及び支給単価 一般行政職の
制度との異同

一般行政職の
制度と異なる内容

支給実績
（令和 5 年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和 5 年度決算）
扶養手当 一般行政職と同様 同じ 0 千円 0 円

住居手当 一般行政職と同様 同じ 0 千円 0 円

通勤手当 一般行政職と同様 同じ 46 千円 45,828 円

管理職手当 一般行政職と同様 同じ 0 千円 0 円
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■
あ
な
た
は
食
塩
を
と
り
す
ぎ

て
い
ま
せ
ん
か
？

　

井
手
町
の
国
保
加
入
者
の

「
特
定
健
康
診
査
」
の
結
果
（
令

和
4
年
度
）、
井
手
町
は
京
都

府
内
の
市
町
村
に
お
い
て
高
血

圧
の
方
が
1
番
多
い
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
20
～
39
歳
対
象
の
「
は
た

ち
か
ら
の
健
康
診
査
」
で
の
一

日
推
定
塩
分
測
定
検
査
に
お
い

て
も
、
受
診
者
の
10
人
中
8
人

が
目
標
値
の
1
日
７
・
５
ｇ
以

上
の
食
塩
を
摂
取
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

■
食
塩
の
と
り
す
ぎ
は
高
血

圧
・
動
脈
硬
化
の
原
因

　

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、

毎
日
の
食
事
か
ら
食
塩
を
取
り

過
ぎ
た
結
果
、
高
血
圧
か
ら
血

管
の
動
脈
硬
化
が
進
み
、
や
が

て
全
身
の
血
管
が
ボ
ロ
ボ
ロ
に

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
各
部
位
で

こ
の
動
脈
硬
化
が
進
ん
だ
場

合
、
脳
で
は
脳
卒
中
に
、
心
臓

で
は
心
臓
病
に
、
腎
臓
で
は
腎

不
全
に
と
最
終
的
に
恐
ろ
し
い

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
病
気
を
防
ぐ
に

は
、
減
塩
を
心
が
け
、
高
血
圧

を
予
防
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。

■
食
塩
摂
取
量
を
減
ら
す
た
め

に
で
き
る
こ
と

　

で
き
そ
う
な
こ
と
に
☑
を

入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

□
め
ん
類
の
汁
は
飲
み
干
さ
な

い
　

麺
自
体
に
も
食
塩
が
含
ま
れ

て
い
ま
す 

（
例　

ラ
ー
メ
ン
の

食
塩
量　

約
６
ｇ
）

□
汁
も
の
は
1
日
1
杯
に
す
る　

み
そ
汁
は
野
菜
を
具
沢
山
に

□
し
ょ
う
ゆ
、
ソ
ー
ス
は
「
か

け
ず
」
に
、「
つ
け
て
」
食
べ

る□
調
味
料
に
含
ま
れ
る
塩
分
量

を
知
っ
て
お
く　

　

日
本
人
は
1
日
の
食
塩
摂
取

の
7
割
を
調
味
料
か
ら
と
っ
て

い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

□
減
塩
の
調
味
料
を
使
っ
て
み

る□
味
付
け
に
は
ダ
シ
を
き
か
せ

る
、
柑
橘
類
（
レ
モ
ン
な
ど
）

の
酸
味
や
香
辛
料
を
生
か
す

□
梅
干
し
、
漬
け
物
、
佃
煮
、

ち
く
わ
な
ど
の
練
り
製
品
や
ハ

ム
な
ど
の
加
工
食
品
を
控
え
る

□
外
食
の
回
数
を
減
ら
す
（
外

塩
分
の
と
り
す
ぎ
に

　
　
　
　
　
　

注
意
し
よ
う

食
の
料
理
は
味
付
け
が
濃
い
傾

向
が
あ
る
）

□
栄
養
成
分
表
示
で
食
塩
相
当

量
を
必
ず
確
認
す
る

□
カ
リ
ウ
ム
が
多
く
含
ま
れ
る

野
菜
や
果
物
を
食
べ
る

 

減
塩
は
、
毎
日
コ
ツ
コ
ツ
と

自
分
の
ペ
ー
ス
で
取
り
組
み
ま

し
ょ
う
。

＊
お
問
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン

タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
５
）
ま

で
食塩摂取量の目標値　（1 日にとっていい食塩の量）

男性 7.5 ｇ未満　※１　でも、実際は・・・男性　10.9 ｇ　※ 2
女性 6.5 ｇ未満　※１　　　　　　　　　　女性　  9.3 ｇ　※ 2

　　　　　　　１日３～ 4 ｇも多くとりすぎてしまっています ! ！

※１　日本人の食事摂取規準 2020 より　
※２　令和元年国民健康・栄養調査より
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【「人生会議」とは？】
　厚生労働省では、１１月３０日（いい看取り・
いい看取られ）を『人生会議』の日としております。
人生会議とは、アドバンス・ケア・プランニング（Ａ
ＣＰ）の愛称であり、もしものときのために自分
自身がどのような医療を受けたいか、あるいは受
けたくないのか、また、どこで人生の最期を過ご
したいかなど、医師やケアマネージャーなど医療
や介護の専門家から必要なサポートを受けながら、
家族と一緒に希望や考えを明らかにしていくため
の話し合いのことをいいます。

【もしものときのために】
　人生、いつどんなことが起こるか分かりません。
誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気やけが
をする可能性があります。命の危険が迫った状態
になると、約７０％の方が医療やケアなどを自分
で決めたり、望みを人に伝えたりすることができ
なくなると言われています。もしもの時にために、
自分の望む生き方、それを支える医療や介護につ
いて家族の方と『人生会議』をしてみませんか。

【人生会議のかんたん３ステップ】
　例えば、次のように進めてみましょう
１、あなたが大切にしたいこと、どんな医療を受
けたいか、など希望、思いについて考えましょう

２、あなたが考えたことを信頼できる人や医療・
介護などの支援者と話し合ってみましょう
３、考えたことや話し合いの結果を大切な人たち
に伝えて共有してみましょう

「人生会議」について、詳しくは厚生労働省のホー
ムページをご覧ください。
厚 生 労 働 省 ホ ー ム ペ ー ジ https://www.mhlw.
go.jp/stf/newpage_02783.html

（参考）
　「人生会議」等の話し合いをする機会に、介護・
医療に関することだけでなく、相続、遺言、葬儀等、
一般的な死後手続きについて話し合いを行うこと
も、今後自身が望む生き方を考えるきっかけにな
るとされています。

「エンディングノート」については、京都法務局ホー
ムページをご覧ください。
京都法務局ホームページ https://houmukyoku.
moj.go.jp/kyoto/page000001_00320.html

【お問い合わせ】
井手町高齢福祉課（℡ 82 －６１６５）
井手町地域包括支援センター（℡ 82 －３６９０）

皆さんは
「人生会議」をご存知ですか？

Ｑ
．
国
民
年
金
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に

な
り
ま
す
か
？

Ａ
．
国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額
が
所
得
税
・
市
町
村
民

税
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
に

は
、
毎
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
納
付
（
納
付
見
込

み
を
含
む
）
し
た
国
民
年
金
保
険
料
の
額
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付

等
が
必
要
で
す
。

日
本
年
金
機
構
は
、
１
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
の
額
を

証
明
す
る
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
を
、

10
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬
に
か
け
て
被
保
険
者
の
方
へ
送
付
し
て
い

ま
す
。

　

証
明
内
容
は
、
本
年
１
月
か
ら
10
月
２
日
ま
で
の
間
に
納
付
さ
れ

た
国
民
年
金
保
険
料
額
と
、
年
内
に
納
付
が
見
込
ま
れ
る
場
合
の
納

付
見
込
み
額
で
す
。
年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
た
場
合
な

ど
、
10
月
３
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
保
険
料
を
納
付
す
る
方

に
つ
い
て
は
、
翌
年
２
月
上
旬
に
同
様
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
も
、
そ
の

納
付
額
の
全
額
が
納
付
し
た
方
の
所
得
税
等
の
控
除
対
象
と
な
り
ま

す
の
で
、
ご
家
族
あ
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付
の
上
、
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
に
つ
い
て

の
お
問
合
せ
は
、
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
０
５
７
０
‐
０
０
３

‐
０
０
４
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）
へ
お
電
話
く
だ
さ
い
。（
注
）
一
般

固
定
電
話
の
場
合
、
市
内
通
話
料
金
の
み
で
ご
利
用
い
た
だ
く
事
が

で
き
ま
す
。
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
の
方
は
、
０
３
‐
６
６
３
０

‐
２
５
２
５
へ
お
か
け
く
だ
さ
い
。
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
の
受
付
時
間
は

月
曜
日
～
金
曜
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時
・
第
２
土
曜
日
午
前

９
時
30
分
～
午
後
４
時
で
す
。（
注
）
祝
日
（
第
２
土
曜
日
を
除
く
）、

12
月
29
日
～
１
月
３
日
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
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幼児に楽しい夢を届けます！

サンタが街にやってくる
井手町青少年を育てる会

　青少年を育てる会では、子どもたちに夢を与える企画「サンタが街にやってくる」
を昨年に続いて、今年も実施します。クリスマスイブの夜に、サンタクロースに
扮した育てる会会員が、子どもたちにプレゼントをお届けします。
◇ 日　時 12 月 24 日 ( 火 )　午後６時～８時頃 ( 終了予定 )

※サンタクロースの滞在時間は５分程度です。
◇ 内　容 サンタクロースの仮装をし、あらかじめ保護者から預かっているプレゼントを

子どもたちに届けます。
◇ 対　象 ０歳～小学校就学前の子どものいる家庭

（プレゼントの届け先は井手町内に限ります）　
◇ 費　用 １人 ３００円　( ２人目からは 1 人につき２００円追加 ) 
◇ 定　員 20 組 ( 定員を超えた場合は抽選します )
◇ 申し込み

往復はがきの往信用に　　　※往復はがきは各自でご準備ください。
① サンタが街にやってくるに「希望します」と明記
② 住所（プレゼント届け先が自宅でない場合は、その住所も明記）
③ 氏名（保護者名）
④ 連絡先（昼間連絡が取れる電話番号）
⑤ 子どもさんの名前（ふりがな明記）と年齢
⑥ プレゼント受け取り希望時間（例：18:00 ～ 18:30 や 19 時頃）

往復はがきの返信用の表
おもて

に
☆ 住所・氏名（保護者名）を書き、下記まで送付してください。

送付先　[12 月 6 日 ( 金 ) 必着 ] 
〒 610-0302  井手町井手東高月８
井手町教育委員会社会教育課内
井手町青少年を育てる会　事務局　宛

→後日、裏面に「当選、詳細連絡」等の通知を返信します。

◇ その他 ・プレゼントは食品、生き物、壊れやすいものは不可です。また、包
装等は主催者側ではできません。

・ご不明な点がありましたら、井手町青少年を育てる会事務局までお
問い合わせください。（℡ 82 － 6300 　ＦＡＸ 82-5332）
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社会教育課からのお知らせ

令和７年　二十歳のつどい
☆ 日　時 令和７年１月１２日（日）

受付　午後０時半　　開式　午後１時～
☆ 場　所 井手町立山吹ふれあいセンター
☆ 内　容 記念式典（式辞・お祝いの言葉・来賓祝辞・記念品贈呈・

誓いの言葉）
第 2 部（実行委員会の企画運営による催し）

☆ 対象者 ２００４（平成１６）年４月２日～２００５（平成１７）
年４月１日に生まれた方

☆ その他 対象者には１１月から１２月上旬に案内を送付します。
町外に転出された方で、井手町の二十歳のつどいに参加を
希望の方は社会教育課（℡ 82-6300）まで連絡をお願いし
ます。

みんなのスポーツライフ応援します
町民ワナゲ交流会のお知らせ

　山吹ふれあいセンターを会場として、井手町スポーツ推進委員会が「町
民ワナゲ交流会」を開催します。日本公式ワナゲ協会ルールを適用し、
３ゲーム×２セットの合計得点で順位を競う個人戦です。６０歳以上の
方であれば、誰でも申し込み可能です。
　参加申込やお問い合わせは、井手町スポーツ推進委員会事務局（社会
教育課　℡ 82-6300）まで。
　※チラシ（参加申込書）は玉泉苑、賀泉苑にもあります。
町民ワナゲ交流会
● 日　時 令和７年２月８日（土）

受　付：午前９時～
● 場　所 山吹ふれあいセンター　 　

開会式・試合開始：午前９時半～
● 対　象 ６０歳以上の井手町内在住・在勤者
● 参加費 無　料
● 申込期間 １２月２７日（金）午後５時まで
● 主　催 井手町スポーツ推進委員会

令和 5 年度　個人情報保護制度及び情報公開制度の運用状況について
１　個人情報保護制度の運用状況　

（１）開示請求等の件数及び処理状況

実施機関 請求件数 処理状況件数 取り下げ開示 訂正 利用の停止 全部開示 部分開示 不開示 訂正 一部訂正 不訂正等 利用停止 利用不停止等
町長 3 ０ ０ ０ 3 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２　情報公開制度の運用状況
（１）開示請求の件数及び処理状況

実施機関 請求件数 処　理　状　況 取り下げ全部開示 部分開示 不開示 存否応答拒否 不存在等
町長 4 4 0 ０ ０ 0 ０

教育委員会 0 0 ０ ０ ０ ０ ０
選挙管理委員会 0 0 0 ０ ０ ０ ０

（２）審査請求の状況　　０件
※ 監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会については請求等実績なし。
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た
多
様
な
局
面
に
対
し
て
効
果

を
も
た
ら
し
ま
す
。

〇
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
効
果
と

は
？

①
体
力
の
向
上　

　

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
続
け
て
い

く
と
、
長
い
距
離
や
速
い
ス

ピ
ー
ド
で
歩
く
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
す
。
こ
れ
は
筋
力
が
つ
き

体
力
が
ア
ッ
プ
し
て
き
た
証
拠

で
す
。

②
生
活
習
慣
病
を
予
防
で
き
る

　

血
流
の
促
進
や
血
圧
・
血
糖

値
の
抑
制
に
役
立
つ
た
め
、
高

血
圧
・
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習

慣
病
の
予
防
に
つ
な
が
り
ま

す
。

③
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
向
上
に

つ
な
が
る

　

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
よ
う
な
有

酸
素
運
動
は
、
脳
内
の
神
経
伝

達
物
質
で
あ
る
セ
ロ
ト
ニ
ン
の

活
性
化
に
つ
な
が
り
ま
す
。
セ

ロ
ト
ニ
ン
は
幸
せ
ホ
ル
モ
ン
と

も
呼
ば
れ
て
い
る
物
質
で
す
。

セ
ロ
ト
ニ
ン
が
活
性
化
す
る
と

精
神
が
落
ち
着
き
、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
の
向
上
が
期
待
で
き
ま

す
。

④
脳
の
血
流
が
増
え
る

　

歩
く
こ
と
で
脳
の
血
流
が
良

く
な
り
ま
す
。
加
齢
と
と
も
に

脳
の
血
流
は
低
下
し
、
脳
機
能

の
低
下
を
招
き
ま
す
が
、
歩
く

こ
と
で
年
齢
に
関
係
な
く
脳
の

神
経
細
胞
が
増
え
ま
す
。

⑤
骨
粗
し
ょ
う
症
の
予
防
に
な

る
　

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
よ
っ
て
骨

に
刺
激
を
与
え
る
こ
と
で
、
骨

が
強
く
な
り
、
骨
粗
し
ょ
う
症

の
予
防
に
つ
な
が
り
ま
す
。

〇
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
方
法

　

有
酸
素
運
動
は
20
分
以
上
続

け
る
こ
と
で
脂
肪
燃
焼
が
始
ま

る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
20
～

30
分
は
歩
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
体
調
や
体
力
に
合
わ
せ
て
無

理
せ
ず
、
マ
イ
ペ
ー
ス
で
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

〇
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
は
？

　

日
常
生
活
の
歩
き
や
散
歩
と

は
異
な
り
、「
健
康
の
た
め
」

と
い
う
目
的
を
も
っ
て
行
う
歩

き
を
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
い
い
ま

す
。
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
は
必
要
な

道
具
や
環
境
を
必
要
と
せ
ず
、

「
い
つ
で
も
」「
ど
こ
で
も
」「
誰

で
も
」
行
う
こ
と
が
で
き
る
最

も
手
軽
な
運
動
で
す
。

〇
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
目
的

　
「
歩
く
」
と
い
う
行
為
は
、

人
間
の
基
本
動
作
で
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
健
康
増
進
・
維
持

な
ど
健
康
面
へ
の
効
果
、
気
分

転
換
な
ど
精
神
面
へ
の
効
果
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
社
会
面
へ
の
効
果
、
と
い
っ

～
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
効
果
と
方
法
～

健
康
づ
く
り
の
た
め
に

お問い合わせは、保健センター（℡８２－３３８５）まで
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新型コロナワクチン接種・高齢者インフルエンザ予防接種のお申し込みは
令和６年度

１２月２０日（金）までです
　各種ワクチンの接種をご希望の場合はお早めにお
申し込みください。

（新型コロナワクチン接種について、今年度から個
別のご案内はございません。ご希望の場合は申し込
みが必要です。）

《申込方法》
　以下のいずれかの方法でお申し込みください
①はがきで申し込む

「令和６年度　新型コロナワクチン接種・高齢者イ

ンフルエンザ予防接種のお知らせ」の申し込みハガ
キに必要事項を記載し保健センターまでお申し込み
ください。
②申請書で申し込む
井手町ホームページから「令和６年度　新型コロナ
ウイルスワクチン接種・高齢者インフルエンザ予防
接種申込書兼同意書」をダウンロードし、郵送もし
くは持参していただき保健センターまでお申し込み
ください。

予防接種の種類 新型コロナワクチン接種 高齢者インフルエンザ予防接種

目的 重症化予防 発病の予防や発病後の重症化予防

対象者

井手町に住民票を有する以下の方
①接種日において 65 歳以上の方
② 60 歳から 64 歳までの一定の基礎疾患（※）を有する方
※心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方や、ヒ
ト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害がある方（身体障害者手帳１級相当）

実施期間 １０月１日（火）～令和７年１月３１日（金）１１月１日（金）～令和７年１月３１日（金）

申込期間 １２月２０日（金）まで
※保健センターでの直接申込は令和 7 年 1 月 24 日（金）まで

自己負担金 ２, ０００円
※町民税非課税世帯・生活保護世帯の方は自己負担金免除

１, ５００円
※町民税非課税世帯・生活保護世帯の方は自己負担金免除

他の予防接種
との関係

他のワクチンとの同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。
また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。

※新型コロナワクチン接種で使用されるワクチンは医療機関によって異なります。詳細は医療機関までお問い合わせください。
お問い合わせは、保健センター（℡８２－３３８５）まで

宇治税務署からのお知らせ
令和６年分　年末調整（定額減税関係含む）説明会について
　下記の日時で「令和６年分　年末調整説明会」を開催いたします。
　今回の説明会については、給与支払者向けの定額減税関係の説明を
含みます。
　なお、説明会の参加には「事前予約」が必要ですので、下記連絡先
まで、電話で事前申込をお願いします。
　また、申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますこと
をあらかじめご了承ください。

開催日時 開催場所 定員 留意事項 連絡先

11 月 22 日（金）
第１部
午前１０時～正午
第２部
午後１時半～３時半

文化パルク城陽
ふれあいホール

（城陽市寺田今堀１番地）

各回
150 名

（参加無料）

【要事前予約】
開催日前日 17 時ま
でにお電話でご予
約願います。
※土日祝日を除く

宇治税務署
法人課税第１部門

（直通電話）
（℡ 0774-44-4457）
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子育て支援カレンダー
子育て支援センターって？
　親子で一緒に遊んだり、育児の情報交換や相談がで
きる場所です。自由に気軽に遊びに来てください♪
【場所】井手町大字井手小字玉ノ井 48-2　【TEL】0774-82-2232
【対象】井手町在住・在勤の、就学前の子どもと保護者
【開設日】月曜日～金曜日（祝日等を除く）
【受付時間】午前 8 時半～午後５時（イベントの予約やその他のお問い合せ等）
【利用時間】①午前９時半～正午②午後２時～４時
　　　　　※各時間の利用人数は 15 人までです。
　　　　　※「おもちゃ図書館」以外のイベントがある日の午前中はセンター
　　　　　　への来所や電話相談のご利用はできません。

【その他】毎月の予定や、詳しい情報に関してはこちらの QR コード
　　　　から「子育て支援センターだより」をご確認ください。

11 月
日時 内容 場所・備考

12 日 ( 火 ) 午前 10 時～ 11 時半 いづみ保育園園庭開放 いづみ保育園
21 日 ( 木 ) 午前 10 時～正午 おもちゃ図書館
22 日 ( 金 ) 午前 10 時～ 11 時半 ベビーマッサージ 申込制

26 日 ( 火 ) 午前 10 時～ 11 時
午前 11 時～正午 いちごの苗植え ジェイエイやましろ

ファーム・申込制
28 日 ( 木 ) 午前 10 時～正午 すくすくクラブ 申込制
29 日 ( 金 ) 午前 10 時～ 11 時半 玉川保育園園庭開放 玉川保育園
※場所の記載のないものは、全て「子育て支援センター」で行います。

おもちゃ図書館
【内容】おもちゃ・図書の貸出
【対象】井手町在住・在勤の方
【利用料】無料
【貸出数】１家庭につき１つ
【貸出期間】貸出日より２週間

すくすくクラブ
【内容】未就園児対象の親子ク
　　　ラブ

【対象】１歳半～就園前まで
【定員】７組程度（申込制）

一時預かり
「いちごぐみ」の利用について
　お仕事や冠婚葬祭、リフレッ
シュなどのために一時預かり
を行っています。（有料）

【利用時間】
平日：午前 8 時半～午後 4 時半
土曜日：午前 8 時半～正午

【利用料金】
一日 2000 円
半日 1000 円
給食費　250 円
※利用の際には事前の面談と
予 約 が 必 要 で す。 詳 細 は 子
育て支援センター ( ℡ 82 －
2232) までお問合せください。

消防署からお知らせ

「住宅用火災警報器」の設置を
　皆さんのご家庭に、『住宅用火災警報器』は設置
されていますか？ 
　住宅火災から大切な命を守るため『住宅用火災警
報器』を設置しましょう！

－住宅用火災警報器とは－
・住宅用火災警報器は、火災の煙や熱を感知して、

音声や警報音等で火災の発生を知らせるものです。
・住宅等の天井または壁面に取り付けます。
・住宅用火災警報器は、火災の早期発見・被害の軽

減に効果を発揮します。

お問合せ
　　京田辺市消防署井手分署
　　　　　（℡８２－３０００）へ ※これ以外の設置例は、京田辺市消防本部のホームページをごらんください。

ー設置場所例ー

いづみ児童館（℡８２ー４１１２）
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【イベント】
教室等 日程 講師等

コーラス教室
・合唱練習

12 月 14 日（土）
午前 10 時～ 11 時半

講　師：笠原　かおるさん・丸山　敦子さん
対　象：小学生
持ち物：上ぐつ・お茶

ヒップホップダンス教室
・ステップ練習

【１】11 月 30 日（土）
【２】12 月７日（土）・14 日（土）
午後１時半～２時 15 分（１～３年生）
午後２時 20 分～３時５分（４～６年生）

講　師：西島　陽さん
対　象：小学生
持ち物：上ぐつ・お茶・タオル
※動きやすい服装で参加してください。

スポレク
・昔遊び 11 月 16 日（土）午前 10 時～ 11 時

講　師：児童館職員
対　象：小学生
持ち物：上ぐつ・お茶

和太鼓教室
・演奏練習 12 月７日（土）午前 10 時～ 11 時半

講　師：山岡　亮造さん
定　員：15 名
対　象：小学生
持ち物：上ぐつ・お茶
※動きやすい服装で参加してください。

英語で遊ぼう
【１】感謝祭（スクラッチアート）
【２】クリスマス

【１】11 月 16 日（土）
【２】12 月 21 日（土）
午後３時～４時半

講　師：ピーター・ロレン・クリスラーさん
　　　：クリスラー智子さん
定　員：【１】【２】各 15 名
対　象：小学生
持ち物：上ぐつ・お茶

工作教室
【１】クリスマスリース
【２】液状プラスチックぬり絵

【１】11 月 30 日（土）
【２】12 月 21 日（土）
午前 10 時～ 11 時半

講　師：【１】児童館職員
　　　　【２】株式会社　コバヤシ
定　員：【１】【２】各 15 名
参加費：100 円（当日徴収）※【１】のみ
対　象：小学生
持ち物：上ぐつ・お茶

中学生交流会・スポーツ交流 12 月４日（水）午後５時～６時
対　象：中学生
持ち物：上ぐつ・お茶・タオル
※動きやすい服装で参加してください。

習字教室
・書き初め

【１】12 月 24 日（火）
【２】12 月 25 日（水）
午前 10 時～ 11 時半
※ 24 日・25 日のどちらかの参加で
　お願いします。

講　師：大見　美鈴さん
定　員：【１】【２】各 15 名
対　象：小学生
持ち物：うわぐつ・お茶・お手本・タオル
　　　　１～２年：フェルトペン、清書用画用紙
　　　　３～６年：習字道具・半紙・画仙紙

【学習会・自由来館】

無料塾
「いでやまぶき学習会」
◆小学生（午後 4 時～ 5 時）
◆中学生（午後 5 時～ 6 時）

小学生
いづみ児童館

【開催日時】11 月 12 日（火）・14 日（木）・19 日（火）・21 日（木）・26 日（火）
　　　　　・28 日（木）
　　　　　 12 月３日（火）・10 日（火）・12 日（木）

【持ち物】宿題・筆記用具・上ぐつ・お茶
スポーツ活動 スポーツ活動はありません。

小学生
山吹ふれあいセンター集会室

【開催日時】12 月５日（木）
【持ち物】宿題・筆記用具・お茶
※１～３年生の参加については保護者の送迎が原則となります。

中学生
・いづみ児童館
・いづみ人権交流センター

【開催日時】 11 月 13 日（水）・19 日（火）・20 日（水）・21 日（木）
【持ち物】宿題等・筆記用具・上ぐつ・お茶
※ 12 月の学習会はありません。

中学生
山吹ふれあいセンター集会室 12 月は、山吹ふれあいセンター集会室での学習会はありません。

自由来館
（対象：小学生 ･ 中学生）

・学校から一度帰宅して児童館に来るようにしてください。
・無料塾「いでやまぶき学習会」、児童館行事の開催日及び土日・祝日を除く児童館開館日。
・持ち物：宿題 ･ 筆記用具 ･ 上ぐつ ･ お茶・タオル

体育館遊び
（対象：小学生 ･ 中学生）

・自由来館での学習終了後から午後４時半まで利用することができます。
※利用人数が多い時等、安全を考慮して学年や時間をわけて利用となる場合があります。

いづみ児童館情報
いづみ児童館（℡８２ー４１１２）
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 人権について考えよう！

井手町人権のつどい
　　　　　（兼 . 井手玉川大学第５回講座）

　昭和 23 年（1948 年）12 月 10 日に国際連合の
第 3 回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し
て、国内では、毎年１２月１０日までの１週間（１２
月４日～１０日）を「人権週間」と位置づけ、講演
会の開催や街頭啓発など、さまざまな啓発活動が各

地で展開されています。
　井手町では、人権週間に合わせて、「井手町人権
のつどい」を開催します。今年は、北出精肉店店
主　北出新司さんをお迎えして講演をしていただき
ます。

▽ 日　時 １２月１０日（火）午後１時半～３時
▽ 会　場 山吹ふれあいセンター　会議室
▽ 講　演

テーマ 『いのちをいただき、いのちは生きる』
講　師 北出精肉店店主　北出　新司　様

□講師について…
　幼小の頃より、家業の手伝いで家畜の飼育や屠場に出入りし、父の背中を
ずっと見てきた。
　高校時代に「水平社宣言」に出会い、獣の皮剥ぐ報酬として人間の皮を剥
ぎとられ、獣の心臓を裂く代価として温かき人間の心臓を引き裂かれてきた
祖先や、地域が抱えて来た違和感・屈辱感が部落差別に根差すものであった
のだと一気に理解する。以降、家業のかたわら部落解放運動、特に地域の福
祉問題を中心に活動する。
　２０１３年、ドキュメント「ある精肉店のはなし」（監督：纐纈あや）で、屠畜・
精肉・太鼓・家族そして地域の盆踊りやだんじり祭が記録映画として公開さ
れた。

▽ お申込み 井手玉川大学受講者以外の方も、受講できます。社会教育課又は、いづみ人
権交流センターにお電話でお申し込みください。

（社会教育課　82 － 6300、いづみ人権交流センター　82 － 3380）
▽ 町バス運行計画

【行き】
（多賀コース）

ワダヘアーサロン前（１２：３５） → ワタキューセイモア前（１２：３９） → 元ＪＡスタンド
前（1 ２：４３） → 元養鶏場前（１２：４５） → 岩倉橋（１２：４７） → 南部公民館前（１２：
５０） → 石山踏切前（１２：５２） → 会場着【山吹ふれあいセンター】（１２：５５）

（井手コース）
ＪＲ玉水駅前（１３：０３） → いづみ人権交流センター（１３：０７） → 元フラワーショップ
前（１３：０９） → 井手小学校前（１３：１１） → 三軒坂下【奥玉川橋】（１３：１３） → 会
場着【山吹ふれあいセンター】（１３：１６）

※帰りのバスは、行きと逆まわりのコースとなります

【そば打ち教室】
日　時 ／ １２月５日（木）・１２月１２日（木）　各日、午後６時半～８時半
場　所 ／ いづみ人権交流センター生活改善室
対　象 ／ １６歳以上の井手町在住または在勤者
講　師 ／ 橋本　修　さん
持ち物 ／ エプロン、タオル、三角巾、マスク
材料費 ／ 各６００円（当日徴収します。）
定　員 ／ 各１０人（定員を超えた場合は抽選を行い、抽選もれの方にのみ連絡します。）

※受講希望者が２人未満の場合は、講座の開催を中止する場合があります。
申込み ／ １１月２９日（金）までに、いづみ人権交流センターへ受講申込書を持参ま

たは、電話かファックスでお申込みください。
詳しくは、いづみ人権交流センターまでお問い合わせください。（℡８２－３３８０　ＦＡＸ８２－４１１２）
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【パソコン教室】
《ゆっくり学べるパソコン教室》スマホ・タブレットで年賀状作成講座
日　時 ／ １２月４日、１１日、１８日、２５日　各水曜日、午後１時～３時半
内　容 ／ スマホやタブレットを使った年賀状の作成・SNS の使い方などを学習しま

す。これからスマホを持ってみたい方の参加も大歓迎です。
※今回は１２月４日、１１日を年賀状作成、１２月１８日、２５日をスマホやタブレットの
基本操作を予定しています。

対　象 ／ ６０歳以上の井手町在住者
持ち物 ／ 筆記用具、テキスト代（300 円、初回のみ）
定　員 ／ ５人（定員を超えた場合は抽選を行い、抽選もれの方にのみ連絡します。）

※受講希望者が２人未満の場合は、教室の開催を中止する場合があります。
申込み ／ １２月３日（火）までに、いづみ人権交流センターへお申込みください。

《パソコン教室》ワード・エクセル集中講座
日　時 ／ １２月４日、１１日、１８日、２５日　各水曜日、午後７時～９時
内　容 ／ ワードとエクセルを連携した便利な使い方、「データの管理」や ｢差し込み

印刷」などを学習します。
対　象 ／ １６歳以上の井手町在住または在勤者
持ち物 ／ 筆記用具、テキスト代（300 円、初回のみ）
定　員 ／ ５人（定員を超えた場合は抽選を行い、抽選もれの方にのみ連絡します。）

※受講希望者が２人未満の場合は、教室の開催を中止する場合があります。
申込み ／ １２月３日（火）までに、いづみ人権交流センターへお申込みください。

＊お問い合せは、いづみ人権交流センター（℡８２－３３８０）まで

いづみまなび教室情報【イベント】 いづみ人権交流センター
行　事 日　程 内　容 持ち物等

　　　　　大　正　琴

対象：60 歳以上の井手町在住者

１１月２２日（金）
午前１０時～１１時半
１２月１３日（金）
午前１０時～正午

未経験者・初心者を対象に楽しく学
びます。

【講師】　大西　いつ子　さん

大正琴、楽譜
※初めのうちは先生から借りることも
できます。

　　　　　太　極　拳

対象：16 歳以上の井手町在住ま
たは在勤者

１１月２２日（金）
午後 1 時半～３時
１２月１３日（金）
午後 1 時半～３時半

未経験者・初心者を対象に楽しく学
びます。

【講師】　森田　栄子　さん
運動のできる服装、上履き、飲み物

　　　　ペ　ン　習　字

対象：16 歳以上の井手町在住ま
たは在勤者

１１月１９日（火）
１２月　３日（火）
午後 1 時半～３時半

いろいろな字を練習します。初心者
が対象です。※１２月３日の教室は、

【講師】大見　美鈴　さんをお迎え
して開催します。

筆ペンまたは筆

　　　手　芸　教　室①

対象：16 歳以上の井手町在住ま
たは在勤者

１１月２９日（金）
午後 1 時半～３時半

お花の寄せ植え
【講師】　米田　実佐子　さん

［持ち物］軍手
［参加費］1, ５00 円（当日徴収）
［定　員］２４名（参加者多数の場合、
抽選。抽選もれの方のみに連絡）

［締　切］１１月２１日（木）

　　　手　芸　教　室②

対象：16 歳以上の井手町在住ま
たは在勤者

１２月　９日（月）
１２月１６日（月）
午後 1 時半～３時半

アメリカンフラワーのクリスマスツ
リー（ホワイト）

【講師】　山本　京子　さん

［持ち物］エプロン
［参加費］1,000 円（当日徴収）
［定　員］１０名（参加者多数の場合、
抽選。抽選もれの方のみに連絡）

［締　切］１２月２日（月）
　　　いづみふれあい学級
　　　　　（第 4 回）
対象：16 歳以上の井手町在住ま
たは在勤者

１１月１８日（月）
午前 1 ０時～１１時半

【講演会】
「認知症であってもなくても」
【講師】　松﨑　才枝　さん

［締　切］１１月１５日（金）

　　　いこいの場サロン
対象：16 歳以上の井手町在住ま
たは在勤者

１１月２５日（月）
午前１０時～正午

季節に応じたデコレーションや
編み物などを参加者同士で教え
あいながら作り上げます。

　　　人　権　学　習
対象：16 歳以上の井手町在住ま
たは在勤者

１１月２２日（金）
午前１１時半～正午
午後３時～３時半

DVD を視聴して人権について学習
します。

※お問い合わせ・お申込みはいづみ人権交流センター（℡８２－３３８０）まで
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Information
●

おしらせ
▼
日
時
／
12
月
８
日
（
日
）
午
前
９
時
～

正
午
▼
場
所
／
京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分

署
会
議
室
▼
定
員
／
５
名
程
度
▼
参
加
費

／
無
料
▼
受
付
期
間
／
お
申
し
込
み
は
開

催
日
の
２
日
前
ま
で

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
京
田
辺
市
消
防
署

井
手
分
署
（
℡
82
‐
３
０
０
０
）

「
救
命
講
習
会
開
催
の
お
知
ら
せ
」

　

聞
こ
え
に
く
い
な
ぁ
と
感
じ
て
い
る
方

の
た
め
の
交
流
の
場
で
す
。

　

普
段
の
生
活
で
感
じ
て
い
る
こ
と
や

困
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
気
兼
ね
な
く
お

話
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
お
気
軽
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

※
話
し
て
い
る
内
容
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映

し
な
が
ら
進
め
ま
す
の
で
、
聞
こ
え
に
く

さ
を
感
じ
て
い
る
方
も
、
お
気
軽
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者
／
聞
こ
え
に
く
い
な
ぁ
と
感
じ

て
い
る
方
▼
日
時
／
11
月
22
日
（
金
）
午

前
10
時
半
～
11
時
45
分
▼
場
所
／
井
手
町

難
聴
者
の
た
め
の
情
報
サ
ロ
ン

▼
日
時
／
11
月
26
日
（
火
）
～
11
月
27
日

（
水
）
午
前
９
時
～
午
後
４
時
（
正
午
～

午
後
１
時
を
除
く
）
▼
受
付
／
住
民
福
祉

課＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
福
祉
課
（
℡

82
‐
６
１
６
４
）
ま
で

く
ら
し
の
資
金
貸
付
け
申
し
込
み
受
付

　

弥
勒
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

高
齢
者
の
方
の
社
会
参
加
を
図
り
、
生

き
が
い
と
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
、
集
い
の
場
を
設
け
て
い
ま
す
。
は
じ

め
て
の
方
で
も
、
お
気
軽
に
お
越
し
い
た

だ
け
る
催
し
で
す
。
ご
自
宅
付
近
ま
で
送

迎
し
ま
す
。
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

〇
高
齢
者
生
き
が
い
活
動

【
ミ
ニ
運
動
会
】

▼
日
時
／
11
月
19
日
（
火
）、26
日
（
火
）、

29
日
（
金
）
▼
参
加
費
／
４
０
０
円
▼
場

所
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
▼
対
象
／

60
歳
以
上
の
方
▼
持
ち
物
／
お
茶
（
水
分

補
給
用
）

※
お
問
い
合
わ
せ
、
申
し
込
み
は　

弥

勒
会
（
℡
０
９
０
‐
７
８
８
３
‐

３
４
７
８
）
ま
で

※
感
染
対
策
の
た
め
マ
ス
ク
の
着
用
を
お

願
い
し
ま
す
。

山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
集
会
室
（
井
手

町
大
字
井
手
小
字
東
高
月
8
番
地 

役
場

の
と
な
り
の
建
物
）

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
聴
覚
障
害
者
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー
は
ー
も
に
ぃ
（
℡
55
‐

７
７
０
８
、
ＦＡＸ
30
‐
９
０
０
０
）、
メ
ー

ル
問
い
合
わ
せ
フ
ォ
ー
ム
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
。

省
エ
ネ
家
電
を
買
お
う
！

京
都
省
エ
ネ
家
電
購
入
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

一
定
以
上
の
省
エ
ネ
性
能
を
有
す
る
エ

ア
コ
ン
又
は
冷
蔵
庫
を
購
入
し
た
方
に
、

府
内
利
用
限
定
電
子
マ
ネ
ー
や
府
内
産
品

を
還
元
し
ま
す
。
詳
細
は
Ｗ
ｅ
ｂ
へ
。

▼
製
品
購
入
・
設
置
対
象
期
間
／
令
和
７

年
１
月
31
日
（
金
）
ま
で
（
※
予
算
額
に

達
し
次
第
早
期
終
了
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
）。

＊
申
込
み
・
ご
相
談
は
、
京
都
省
エ
ネ

家
電
購
入
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
務
局
（
℡

０
５
０
‐
５
５
３
８
‐
３
１
１
３　

Ｕ
Ｒ

Ｌ
＝https://kyotofu-shoene.jp/

講
座
・
教
室

【
健
康
教
室
】

▼
日
時
／
11
月
28
日
（
木
）
午
前
10
時
～

11
時
半
▼
持
ち
物
／
タ
オ
ル
・
健
康
手
帳

（
持
っ
て
い
る
方
の
み
）・
飲
み
物
▼
場
所

／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
▼
対
象
／

60
歳
以
上
の
町
内
在
住
者

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡ 

82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

健　

康

【
介
護
予
防
事
業
】

《
脳
ト
レ
教
室
ひ
ま
わ
り
》

▼
日
時
／
11
月
13
日
（
水
）・
27
日
（
水
）・

12
月
11
日
（
水
）
午
後
１
時
半
～
３
時
▼

場
所
／
賀
泉
苑

▼
日
時
／
11
月
13
日
（
水
）・
12
月
４
日

（
水
）・
11
日
（
水
）
午
後
１
時
半
～
３
時

▼
場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

▼
対
象
／
65
歳
以
上
の
方
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
含
め
、
予
防
ゲ
ー
ム
や
脳
ト
レ
に

興
味
の
あ
る
方
は
年
齢
関
係
な
く
参
加
可

能
）
▼
持
ち
物
／
お
茶
（
水
分
補
給
用
）

▼
費
用
／
無
料

・
申
込
み
は
不
要
で
す

・
こ
の
教
室
で
は
認
知
症
の
こ
と
や
介
護

な
ど
の
相
談
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
６
９
０
）
ま
で

《
山
吹
体
操
ク
ラ
ブ
・
健
康
相
談
》

▼
日
時
／
12
月
５
日
（
木
）
午
後
１
時
45

分
～
３
時
15
分
▼
場
所
／
玉
泉
苑
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▼
日
時
／
11
月
14
日
（
木
）・
12
月
12
日

（
木
）
午
後
１
時
45
分
～
３
時
15
分
▼
場

所
／
賀
泉
苑

▼
対
象
／
65
歳
以
上
の
方

※
お
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み
は
、
社
会
福

祉
協
議
会
（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

《
社
協
♡
生
き
生
き
体
操
》

▼
日
時
／
11
月
27
日
（
水
）
午
後
１
時
半

～
３
時
▼
場
所
／
玉
泉
苑

▼
日
時
／
12
月
４
日
（
水
）
午
後
１
時
半

～
３
時
▼
場
所
／
賀
泉
苑

▼
対
象
／
概
ね
70
歳
以
上
の
方

※
お
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み
は
、
社
会
福

祉
協
議
会
（
℡
82
‐
３
９
０
１
）

【
ひ
ま
わ
り
カ
フ
ェ
】

▼
日
時
／
11
月
15
日
（
金
）
午
後
２
時
～

３
時
▼
場
所
／
Ｊ
Ｒ
玉
水
駅
前
休
憩
所
さ

く
ら

＊
認
知
症
や
も
の
忘
れ
に
つ
い
て
気
軽
に

話
す
こ
と
が
で
き
る
集
ま
り
で
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
６
９
０
）
ま
で

子 

育 

て

【
乳
幼
児
健
康
診
査
】

《
１
歳
６
カ
月
児
健
康
診
査
》

▼
日
時
／
11
月
11
日
（
月
）
▼
対
象
／
Ｒ

５
・
２
・
12
～
Ｒ
５
・
５
・
４
生
ま
れ
▼
受

付
／
個
別
案
内

《
乳
児
健
康
診
査
》

▼
日
時
／
12
月
２
日
（
月
）
▼
対
象
／
Ｒ

６
・
７
・
２
～
Ｒ
６
・
９
・
２
生
ま
れ
▼
受
付

／
個
別
案
内

《
３
歳
児
健
康
診
査
》

▼
日
時
／
12
月
６
日
（
金
）
▼
対
象
／
Ｒ

３
・
３
・
１
～
Ｒ
３
・
６
・
16
生
ま
れ
▼
受

付
／
個
別
案
内

《
２
歳
６
カ
月
児
歯
科
健
康
診
査
》

▼
日
時
／
12
月
９
日
（
月
）
▼
対
象
／
Ｒ

４
・
３
・
９
～
Ｒ
４
・
６
・
30
生
ま
れ
▼
受

付
／
個
別
案
内

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー

（
℡
82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

各 
種 
相 

談

【
こ
こ
ろ
の
相
談
室（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）】

▼
日
時
／
11
月
22
日
（
金
）・
12
月
6
日

（
金
）
午
前
11
時
～
午
後
１
時
50
分
▼
場

所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
相
談
室

▼
対
象
／
井
手
町
在
住
ま
た
は
在
勤
の
個

人
・
カ
ッ
プ
ル

＊
こ
こ
ろ
の
相
談
室
は
予
約
制
で
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
障
が
い
者
相
談
】

▼
日
時
／
11
月
12
日
（
火
）・
26
日
（
火
）・

12
月
10
日
（
火
）
午
後
１
時
半
～
４
時
▼

場
所
／
役
場
１
階
相
談
室

＊
障
が
い
者
相
談
は
予
約
制
で
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
高
齢
福
祉
課
（
℡

82
‐
６
１
６
５
）
ま
で

【
育
児
相
談
】

▼
日
時
／
11
月
13
日
（
水
）・
12
月
11
日

（
水
）
午
前
９
時
～
11
時
▼
場
所
／
保
健

セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、保
健
セ
ン
タ
ー（
予

約
制　

℡
82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

【
無
料
法
律
相
談
】

▼
日
時
／
11
月
25
日
（
月
）
午
後
２
時
～

４
時
▼
場
所
／
玉
泉
苑

※
無
料
法
律
相
談
は
予
約
制
で
す

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

(

℡
82
‐
３
９
０
１)

ま
で

【
心
配
ご
と
相
談
・
人
権
相
談
・
消
費
生

活
相
談
】

▼
日
時
／
11
月
11
日
（
月
）・
12
月
２
日

（
月
）
午
後
１
時
～
４
時
▼
場
所
／
玉
泉

苑▼
日
時
／
11
月
18
日
（
月
）・
12
月
16
日

（
月
）
午
後
１
時
～
４
時
▼
場
所
／
賀
泉

苑※
11
月
18
日
は
行
政
相
談
も
お
こ
な
い
ま

す＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

＊
消
費
生
活
相
談
は
、
電
話
で
も
相
談
を

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
相
談
専
用
番
号

（
℡
０
９
０
‐
５
８
８
９
‐
５
３
６
７
）

■『がんと診断されて頭が真っ白』『誰かに話を聞いてもらいたい』など、がんに関わる様々な相談をお
受けする窓口として、京都府山城北保健所にて出張相談を行いますのでご利用ください。
　（日　時）　12 月 10 日 ( 火 )　午後１時半から３時半
　（場　所）　京都府山城北保健所（山城広域振興局宇治総合庁舎内）
　（相談員）　京都府がん総合相談支援センターの保健師又は看護師
　（相談料）　無料
　（予　約）　実施日の前日午後４時までに下記フリーダイヤルへお申し込みください。
　　　　　　京都府がん総合相談支援センター（京都市南区東九条下殿田町 43　メルクリオ京都２階）
　　　　　　　　　　　 　フリーダイヤル　０１２０－０７８－３９４
■京都府がん総合相談支援センターでは電話及び対面相談を、月～金（祝日・年末年始を除く）の午前
9 時～正午、午後１時～４時に実施していますので、こちらもご利用ください。

■出張がん個別相談会のお知らせ
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【
開
館
日
】
火
曜
日
～
日
曜
日

※
休
館
日
、
行
事
等
は
状
況
に

よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

【
開
館
時
間
】

４
月
～
９
月

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

10
月
～
３
月

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

☆
11
月
・
12
月
の
休
館
日

11
月
11
・
18
・
25
・
26
・
28
日

12
月
２
・
９
・
16
・
23
・
26
～

31
日

☆
貸
し
出
し
冊
数
お
よ
び
期
間

図
書
は
１
人
12
冊
・
２
週
間

雑
誌
は
１
人
５
冊
・
２
週
間

視
聴
覚
資
料
は
１
人
３
点
・
１

週
間

☆
主
な
新
着
資
料
の
紹
介

　

11
月

一
般
書

「
青
姫
」　　
　

朝
井　

ま
か
て

「
ア
ー
セ
ナ
ル
に
お
い
で
よ
」

　
　
　
　
　
　

あ
さ
の
あ
つ
こ

「
藍
を
継
ぐ
海
」　

伊
与
原　

新

「
僕
た
ち
の
保
存
」　

長
嶋　

有

「
フ
ラ
ン
ネ
ル
の
紐
」

　
　
　
　
　
　
　
　

東　

直
子

「
ウ
バ
ス
テ
」　　

真
梨　

幸
子

「
さ
や
か
の
寿
司
」

　
　
　
　
　
　
　

森
沢　

明
夫

児
童
書

「
よ
う
か
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
子

よ
う
か
い
す
み
れ
ち
ゃ
ん
」

　
　
　
　
　
　

種
村　

有
希
子

「
か
っ
ぱ
の
お
や
こ
か
っ
ぱ
ば

し
へ
い
く
」
岡
本　

よ
し
ろ
う

「
く
も
の
な
ま
え
」

　
　
　
　
　
　

荒
木　

健
太
郎

「
く
ま
と
か
き
の
み
」

　
　
　
　

な
る
か
わ　

し
ん
ご

「
な
ん
だ
っ
け
…
？
」

　
　
　
　
　
　

た
な
か　

し
ん

11
月
・
12
月
の
図
書
館
行
事

《
わ
く
わ
く
ド
キ
ド
キ
お
は
な

し
の
じ
か
ん
》

12
月
14
日
（
土
）

い
ず
れ
も
午
前
11
時
～

図
書
館
・
絵
本
コ
ー
ナ
ー

《
冬
の
企
画
展
・「
も
う
す
ぐ
ク

リ
ス
マ
ス
」》

12
月
１
日
（
日
）
～
25
日
（
水
）

図
書
館
・
企
画
展
示
コ
ー
ナ
ー

他11
月
・
12
月
の
出
張
貸
出

　小樽の古民家カフェに
老人たちが集まる。月に
一度の読書会のためだ。
平均年齢 85 歳の超高齢
読書サークルは発足 20
年を迎え、記念誌を作ろ
うとするが、すんなりと
事が進むはずもなく…。

『別冊文藝春秋』掲載を単

よむよむかたる
朝倉　かすみ

行本化。

　電卓のＭ＋ボタンの使
い方は？クリアファイル
の三角の切り込みは何？
キッチンばさみのギザギ
ザは何に使う？ 日々の暮
らしから防災、アウトド
アまで、知っているよう
で知らない、道具の正し
い使い方を伝授する。

アレの正しい使い方図鑑
東京トリセツ研究

しばらくあかちゃんになりますので
ヨシタケ　シンスケ

きめました。だけど、あかちゃんはおかしをたべ
られないので…。

　「ねーねーママ ! ちょっ
とみてみて !」だけど、マ
マはあかちゃんのおせわ
でいそがしく、「おねえ
ちゃんだから、ちょっと
まってて」と、ことわら
れてしまいます。おねえ
ちゃんなんてつまらない !
みーちゃんは、じぶんも
あかちゃんになることに

☆
賀
泉
苑
（
毎
週
水
曜
日 

午

前
10
時
～
正
午
）

11
月
６
・
13
・
20
・
27
日

12
月
４
・
11
・
18
・
25
日

☆
玉
泉
苑
（
毎
週
金
曜
日 

午

前
10
時
～
正
午
）

11
月
８
・
15
・
22
・
29
日

12
月
６
・
13
・
20
日

☆
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
お

も
ち
ゃ
図
書
館
）

11
月
21
日
（
木
）・
12
月
24
日

（
火
）

い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
正
午

くらくらのブックカフェ
まはら　三桃、廣嶋　玲子、濱野　
京子、菅野　雪虫、工藤　純子
　いらっしゃいませ。蔵
カフェへようこそ。ここ
は 飲 み 物 を 楽 し み な が
ら、さまざまな本が読め
るブックカフェです。お
いしい飲み物とスイーツ、
それからあなたにぴった
りの本が待っています。
さあ、くらくらするよう
な物語をどうぞ…。現代
児童文学界のトップランナーたちによるリレー小
説。
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ごみは、朝９時までに出してください。
★燃やすごみ、その他ごみ、プラマーク容器包装、カン、ビン、ペットボトルは透明・半透明の袋に入れて出
　してください。
★刈草も透明または半透明の袋で出してください。刈枝は長さ 50㎝以下、太さ 5㎝以下にして、ひもで束
　ねて燃やすごみの日に出してください。ダンボール、紙袋等の中身が見えない袋では出さないでください。
★粗大ごみは、収集日の１週間前までに産業環境課へ電話予約（℡ 82 ‐ 6168）してください。（テレビ・冷
　蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは除きます）
★テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは家電リサイクル品です。
　※古紙等（新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、雑紙〈その他の紙類〉ごとに分別のうえ）の収集は全地区
　毎週月曜日です。
★食品ロスの削減に努めていただくとともに、台所のごみは必ず水切りをしましょう。

ごみ収集日程表（11 月 11 日～ 12 月）

区　分
地　区 燃やすごみ カン ビン ペット

ボトル 粗大ごみ プラマーク
容器包装 その他

北　　　区
南　　　区
水　無　区

火・金曜日 11 月 28 日
12 月 26 日

11 月 21 日
12 月 19 日

11 月 14 日
12 月 12 日 12 月 5 日 水曜日 火曜日

玉　水　区
石　垣　区
高　月　区

月・木曜日 11 月 29 日
12 月 27 日

11 月 22 日
12 月 20 日

11 月 15 日
12 月 13 日 12 月 5 日 水曜日 火曜日

上 井 手 区
多 賀 全 区 火・金曜日 12 月 5 日 11 月 21 日

12 月 19 日
11 月 14 日
12 月 12 日

11 月 28 日
12 月 26 日 水曜日 水曜日

※ごみ収集に関するお問い合わせは、役場産業環境課（℡ 82-6168）まで
し尿収集日程

収集日 し尿収集
区域番号 収 集 区 域

11 月 29 日・12 月 20 日 ⑤ 西北河原、東北河原、南口、西北ノ代、北口、西北組、茶臼塚、
新造、東北組、甚五郎谷

11 月 12 日・12 月 3 日
12 月 23 日 ⑦ 西南組、東南組、立石、小払、岩倉、馬場崎、上山田

11 月 15 日・12 月 6 日
12 月 26 日 ⑩ 内垣内、帽子田、下川、判ノ地、高橋、宮ノ後、蛇谷、粟岡、

安堵山、起、佃、平山
11 月 19 日・12 月 10 日
12 月 28 日 ⑫ 里、玉ノ井、西高月、清水、栢ノ木、西山、新四郎山、西垣内、

中垣内、東垣内、田村新田

11 月 22 日・12 月 13 日 ⑮ 川久保、北玉水、辻垣内、野畑、山田、南玉水、段ノ下、扇畑、
浜田、柏原

11 月 26 日・12 月 17 日 ② 阿弥陀寺、梅ノ木原、野神、北猪ノ阪、南猪ノ阪、宮ノ本、北溝、
南溝、柴木田、下赤田

※ し尿収集日程に関するお問い合わせは、役場産業環境課（℡ 82-6168）まで

（粗大ごみ）
出せる物・出し方
●タンス　●机　●テーブル　●コタツ　●椅子　●自転車　●ソファー
●ファンヒーター　●絨毯　●ストーブ　●ベッド　●食器棚　●マットレス　など
※家電リサイクル法の対象品（テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、
　冷凍庫）や、パソコンなどは回収できません。
※一世帯で一度に出すことができる粗大ごみは、3 点までです。
※屋内等から粗大ごみを運び出すことはしません。

収集日の一週間前までに産業環境課 ( ℡ 82-6168) へ、お申し込みく
ださい。井手町のホームページからもお申し込みできます。



月日 曜日 行　　　　事

11/11 月
１歳６カ月児健康診査（受付時間は個別案内、保健センター）
心配ごと相談・人権相談・消費生活相談（午後１時～４時、玉泉苑）
ピラティス教室（午後７時半～９時、いづみ人権交流センター）

12 火 障がい者相談（午後１時半～４時、役場 1 階相談室・予約制）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）

13 水
育児相談（午前９時～ 11 時、保健センター・予約制）
脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター・賀泉苑）
無料塾いでやまぶき学習会・中学生（午後５時～６時、いづみ児童館）

14 木 井手町戦没者追悼式（午前 10 時～、山吹ふれあいセンター）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）

15 金 ひまわりカフェ（午後２時～３時、JR 玉水駅前休憩所さくら）
ピラティス教室（午後７時半～９時、いづみ人権交流センター）

16 土
IDE ゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）
スポレク（午前 10 時～ 11 時、いづみ児童館）
井手玉川大学第 4 回講座（午後 2 時～４時　府立山城勤労者福祉会館）
英語で遊ぼう（午後３時～４時半、いづみ児童館）

17 日 井手町防災訓練（午前９時～、山吹ふれあいセンター、井手・多賀小学校、玉川保育園）

18 月
いづみふれあい学級（午前 10 時～ 11 時半、いづみ人権交流センター）
心配ごと相談・人権相談・消費生活相談（午後１時～４時、賀泉苑）
ピラティス教室（午後７時半～９時、いづみ人権交流センター）

19 火
ペン習字教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）
無料塾いでやまぶき学習会・中学生（午後５時～６時、いづみ児童館）

20 水 地元商店・企業と地域のつながりについて考えるフォーラム（午後 1 時半～、山吹ふれあいセンター）
無料塾いでやまぶき学習会・中学生（午後５時～６時、いづみ児童館）

21 木
胃がん・肺がん検診（受付時間は個別案内、井手町役場１階中会議室）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）
無料塾いでやまぶき学習会・中学生（午後５時～６時、いづみ児童館）

22 金

胃がん・肺がん検診（受付時間は個別案内、JA 京都やましろ井手町支店）
大正琴教室（午前 10 時～ 11 時半、いづみ人権交流センター）
こころの相談室（午前 11 時～午後１時 50 分、いづみ人権交流センター・予約制）
人権学習（午前 11 時半～正午、午後３時～３時半、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）

23 土
勤労感謝の日
IDE ゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）
日本語支援ボランティア養成講座（午後１時半～４時半、山吹ふれあいセンター）

24 日 山背古道秋のとことんウォーキング（午前９時～、城陽市～木津川市　テオテラ
スいで他）

25 月
いこいの場サロン（午前 10 時～正午、いづみ人権交流センター）
無料法律相談 ( 午後２時～４時、玉泉苑・予約制）
ピラティス教室（午後７時半～９時、いづみ人権交流センター）

26 火 障がい者相談（午後１時半～４時、役場 1 階相談室・予約制）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）

27 水 脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、賀泉苑）

28 木 健康教室（午前 10 時～ 11 時半、いづみ人権交流センター）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）

29 金 手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

30 土
工作教室 ( 午前 10 時～ 11 時半、いづみ児童館 )
ヒップホップダンス教室（午後１時半～３時５分、いづみ人権交流センター）
日本語支援ボランティア養成講座（午後１時半～４時半、山吹ふれあいセンター）

12/1 日 無火災デー防火パレード

2 月 乳児健康診査（受付時間は個別案内、保健センター）
心配ごと相談・人権相談・消費生活相談（午後１時～４時、玉泉苑）

3 火 ペン習字教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）

4 水 脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
パソコン教室 ( 午後１時～３時半、午後７時～９時、いづみ人権交流センター )

5 木 そば打ち教室（午後６時半～８時半、いづみ人権交流センター）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、山吹ふれあいセンター）

6 金 ３歳児健康診査（受付時間は個別案内、保健センター）
こころの相談室（午前 11 時～午後１時 50 分、いづみ人権交流センター・予約制）

7 土
IDE ゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）
和太鼓教室（午前 10 時～ 11 時半、いづみ人権交流センター）
ヒップホップダンス教室（午後１時半～３時５分、いづみ人権交流センター）

8 日

9 月 ２歳６カ月児歯科健康診査（受付時間は個別案内、保健センター）
手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

10 火
障がい者相談（午後１時半～４時、役場 1 階相談室・予約制）
井手町人権のつどい兼・井手玉川大学第５回講座（午後１時半～３時、山吹ふれあいセンター）
無料塾いでやまぶき学習会・小学生（午後４時～５時、いづみ児童館）

　玉水駅前さくらでは、毎日手作りの日替わり
ランチ (600 円 ) をご用意しています。ぜひ、
ご賞味ください。お弁当をご希望の方は午前
10 時までにご予約ください。

イートインで営業中です！
　　「和定食」

　　　　　　　
営業時間　　　午前９時～午後 4 時半
ランチタイム　午前 11 時～午後 2 時
定休日　　　　日曜・祝日　

玉水駅前休憩所 さくら
（℡ 0774-82-3174）

発行：京都府綴喜郡井手町　編集：企画財政課

HP  ：https://www.town.ide.kyoto.jp/

名　　称 電話番号
総　務　課 0774-82-6161
安心・安全推進課 0774-82-6170
企画財政課 0774-82-6162
税　務　課 0774-82-6163
住民福祉課 0774-82-6164
高齢福祉課 0774-82-6165
保健医療課 0774-82-6166
建　設　課 0774-82-6167
産業環境課 0774-82-6168
上下水道課 0774-82-6169
会　計　課 0774-82-6171
議会事務局 0774-82-6172
教育委員会　学校教育課 0774-82-4333
教育委員会　社会教育課 0774-82-6300
図書館 0774-82-5700
同和・人権政策課

0774-82-3380
0774-82-4112

いづみ人権交流センター
いづみ児童館
保健センター 0774-82-3385
地域包括支援センター 0774-82-3690
泉ヶ丘中学校 0774-82-2070
井手小学校 0774-82-2119
多賀小学校 0774-82-2112
玉川保育園 0774-82-2153
多賀保育園 0774-82-2225
いづみ保育園 0774-82-4160
子育て支援センター 0774-82-2232
環境衛生センター 0774-82-4651
学校給食センター 0774-82-3617
井手町まちづくりセンター椿坂 0774-82-3838
町立デイサービスセンター 0774-99-4318
老人福祉センター「玉泉苑」 0774-82-3499
老人福祉センター「賀泉苑」 0774-82-5059
京田辺市消防署　井手分署 0774-82-3000
井手町役場　代表番号 0774-82-2001

公共施設電話番号一覧 まちのカレンダー
（11 月 11 日～ 12 月 10 日）


